
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
八
号 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 な

お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
バ
レ
エ
ア
カ
デ
ミ
ー
バ
レ
エ
団 

三 

代
表
者
の
氏
名 

西
田 

賀
成 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
所
沢
市
岩
岡
町
二
百
八
十
一
番
地
十
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
我
が
国
に
お
け
る
、
古
典
と
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
の
薫
り
高
き

芸
術
の
創
造
活
動
を
通
じ
て
バ
レ
エ
芸
術
の
普
及
に
つ
と
め
、
幅
広
く
国
内
の
希
望
者
を
募
り

芸
術
作
品
を
創
造
す
る
と
共
に
、
明
日
を
担
う
舞
踊
手
、
振
付
家
の
育
成
と
援
助
を
行
い
、
も

っ
て
文
化
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
我
が
国
に
お
け
る
、
古
典
と
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
の
薫
り
高
き

芸
術
の
創
造
活
動
を
通
じ
て
バ
レ
エ
芸
術
の
普
及
に
つ
と
め
、
幅
広
く
国
内
の
希
望
者
を
募
り

芸
術
作
品
を
創
造
す
る
と
共
に
、
明
日
を
担
う
舞
踊
手
、
振
付
家
の
育
成
と
援
助
を
行
い
、
ま

た
、
バ
レ
エ
を
通
じ
て
地
域
住
民
の
健
康
増
進
を
図
り
、
も
っ
て
文
化
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 


